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主 文 

   １ 原告の請求を棄却する。 

   ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

被告は，（仮称）ａ第二小学校の建設事業に関して，一切の公金を支出し，契

約を締結し，又は債務その他の義務を負担してはならない。  

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

本件は，東広島市の住民である選定者らが，同市が新しく建設する予定の（仮

称）東広島市立ａ第二小学校（以下「本件小学校」という。）について，建設

候補地として選定された場所が不適切である等と主張して，地方自治法２４２

条の２第１項１号に基づき，被告が本件小学校の建設事業（以下「本件事業」

という。）に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止

めを請求している住民訴訟である。 

２ 関係法令の定め 

  教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で，次に掲

げるものを管理し，及び執行する（平成２４年法律第６７号による改正前の

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下，上記改正前の同法を単に

「法」という。）２３条）。 

  １号 教育委員会の所管に属する第３０条に規定する学校その他の教育機関

（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置，管理及び廃止に関す

ること。 

２号 学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）

の管理に関すること。 

  地方公共団体の長は，次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し，及び
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執行する（法２４条）。 

  ３号 教育財産を取得し，及び処分すること。 

 教育財産は，地方公共団体の長の総括の下に，教育委員会が管理するもの

とする（法２８条１項）。 

 地方公共団体の長は，教育委員会の申出をまつて，教育財産の取得を行う

ものとする（法２８条２項）。 

 地方公共団体は，その事務を処理するに当つては，住民の福祉の増進に努

めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない

（地方自治法２条１４項）。 

 普通地方公共団体の執行機関は，当該普通地方公共団体の条例，予算その

他の議会の議決に基づく事務及び法令，規則その他の規程に基づく当該普通

地方公共団体の事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し及び執行

する義務を負う（地方自治法１３８条の２）。 

  地方公共団体の経費は，その目的を達成するための必要且つ最少の限度を

こえて，これを支出してはならない（地方財政法４条１項）。 

３ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。）  

ア 選定者らは，いずれも東広島市の住民である。  

イ 東広島市教育委員会は，東広島市が処理する教育に関する事務のうち，

学校の設置に関する事務及び教育財産の管理に関する事務等を管理及び執

行する権限を有する（法２３条１号，２号）。 

ウ 被告は，東広島市長であり，東広島市教育委員会の申出をまって，教育

財産の取得を行う権限を有する（法２４条３号，２８条２項）。 

 東広島市立ａ小学校は，同市ｂ町ｃに所在する小学校である。同校の児童

数は，平成２１年以降は１年間に約６０人から７０人の割合で増加しており，

平成３０年頃には約１４８０人となると予想されている（甲２，１３，１７）。 

 東広島市教育委員会は，ａ小学校の規模が過大であるとして，ａ小学校か
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ら分離する形で本件小学校を設置することとし，平成２３年頃から建設候補

地の選定作業を行った。 

  東広島市は，平成２４年１０月，一般社団法人公共建築協会（以下「公共

建築協会」という。）に対し，ａ地区小学校適正配置基本構想策定業務を委

託した（乙１２）。 

東広島市教育委員会は，平成２５年２月頃，本件小学校の建設候補地とし

てＡ，Ｂ及びＣ候補地の３箇所を選定し，その旨を市議会の文教厚生委員会

において報告した（甲３，２０）。 

東広島市教育委員会は，同年３月末，公共建築協会の成果を受け，ａ地区

小学校適正配置基本構想を策定し公表した。同構想では，Ａ候補地が候補地

として有望であるとされていた（甲３１，３２）。 

 平成２５年５月頃，本件小学校の建設候補地として新たにＤ候補地が浮上

し，さらに，Ｅ候補地が浮上した（甲２２ないし甲２４）。 

東広島市は，本件事業に関し，同年７月頃，訴外甲株式会社（以下「訴外

会社」という。）に対し，本件事業の建設候補地検討調査業務（以下「本件調

査業務」という。）を委託した（乙１３，１４）。  

 東広島市教育委員会は，平成２６年２月，本件小学校の建設予定地として

Ｄ候補地を選定し，同月５日，その旨を市議会の文教厚生委員会において報

告した（甲６，５０）。 

 選定者らは，平成２７年１月２７日，東広島市監査委員に対し，被告，東

広島市学校教育部長及び東広島市学校教育部次長兼教育総務課長について，

地方自治法２４２条１項に基づく職員措置請求をした（甲１。以下「本件請

求」という。）。 

東広島市監査委員は，同年２月５日，本件請求が不適法であるとして却下

する決定をした（甲１６）。 

 原告は，平成２７年３月３日，本件訴訟を提起した。  
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 当裁判所は，同年９月７日，別紙判決書写し記載のとおり，原告の本件訴

えに関する被告の本案前の主張（本件訴訟は適法な住民監査請求を経ていな

いため不適法であるとの主張）は理由がない旨の中間判決をした。  

４ 争点（被告が行う財務会計上の行為の違法性の有無）及びこれに対する当事

者の主張 

 本件小学校の建設予定地をＤ候補地とすることを前提とした本件事業に

関し被告が財務会計上の行為を行うことが，地方自治法２条１４項，地方財

政法４条１項に反するか。 

（原告の主張） 

本件小学校の建設予定地をＡ候補地とする場合，本件事業の事業費は３３

億円であり，また，ａ小学校と同様に規模が過大となっているｂ小学校の児

童のうち，２００人を受け入れることができた。しかし，Ｄ候補地とした場

合は事業費が４１億円となるだけでなく，同地は鉄道の線路に接しているた

め線路沿いに防音壁を設置する必要がある上，ｂ小学校の児童を受け入れる

ことができないため，近い将来，ｂ小学校から分離する小学校を三，四十億

円かけて新設する必要がある。 

したがって，本件小学校の建設予定地をＡ候補地ではなくＤ候補地とする

ことによって，本件事業について３８億円以上の金額が無駄遣いされること

になるから，本件事業に関して被告が財務会計上の行為を行うことは，地方

自治法２条１４項及び地方財政法４条１項に反する。  

（被告の主張） 

Ｄ候補地浮上前に最も優位性があるとされていたＡ候補地については，ａ

小学校の過大規模が解消できるような校区設定をすると，一部の児童が現在

よりも相当遠くに通学する必要があること，改めて計算し直すと事業費は３

３億円でなく４０億円が必要となること，また，隣接するため池を造成する

必要があるが，ため池の所有者確定には時間を要するので本件小学校の開校
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時期が遅延する可能性があることといった問題点がある。  

Ｄ候補地は，ａ小学校区のほぼ中央に位置するため児童取り込みが容易で，

他の候補地に比して校区設定が合理的となる。また，敷地全体として高低差

がないため造成工事費用を安く抑えることができる上，洪水調整池の設置に

ついても従前の計画を利用できるため，市の事業の合理化にもなる。他方で，

Ｄ候補地については，道路により敷地が分かれていること，鉄道の線路に隣

接するため騒音が予想されることといった問題点はあるものの，これらはい

ずれも解決可能であるから，結局，事業費が４１億円になるとしても，候補

地の中ではＤ候補地が最も優位性がある。 

確かに，Ｄ候補地とした場合はｂ小学校の児童を受け入れることはできな

いが，ｂ小学校の児童数はほぼ横ばいか微増程度と見込まれるから，当面仮

設教室を建設することで対応可能であり，現時点で分離校を新設する必要性

はない。 

したがって，被告が本件事業について財務会計上の行為を行うことは，地

方自治法２条１４項及び地方財政法４条１項に反しない。 

 東広島市教育委員会が本件小学校の建設予定地としてＤ候補地を選定し

たことにつき，地方自治法１３８条の２（「自らの判断と責任において」）に

反するなどの違法があるか。 

（原告の主張） 

東広島市教育委員会が本件小学校の建設予定地としてＤ候補地を選定した

ことは，次のとおり違法であり，この意見を受けて，被告が本件土地を取得

する等の公金の支出を行うことは，違法な財務会計上の行為である。  

ア 東広島市教育委員会は，自らの判断と責任においてＤ候補地を選定した

ものではないため，地方自治法１３８条の２に反する。  

すなわち，東広島市教育委員会は，平成２５年３月には，本件小学校の

建設予定地をＡ候補地に決定していたのに，被告の裏の後援会組織の会長
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が，自宅等の建物があるＤ候補地か，これに近いＥ候補地に本件小学校を

誘致したいと考えて被告に働きかけたため，被告が，東広島市都市部に指

示をして，本件小学校の建設予定地をＤ候補地に決定させた。  

このように，被告は，本件小学校の建設予定地の選定にあたり，東広島

市教育委員会の構成員に対して特定の候補地を選択するよう非公然の影響

力を行使して不当な介入を行い，建設予定地をＤ候補地と決定させたもの

である。 

イ 東広島市教育委員会が，最善の建設地を選択すべきという注意義務を怠

り，他の候補地と比較して周辺環境が劣後するＤ候補地を選定したことは，

東広島市教育委員会の裁量権の範囲の逸脱である。 

（被告の主張） 

原告の主張は否認し，又は争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１  

 本件小学校の建設予定地をＤ候補地とすることを前提とした本件事業に

関し被告が財務会計上の行為を行うことが，地方自治法２条１４項，地方財

政法４条１項に反するかどうかについて検討する。 

Ｄ候補地の取得は教育財産の取得に該当することから，被告がその取得を

行う権限を行使するについては，法２８条２項の規定により，東広島市教育

委員会の申出が前提となる。同規定の趣旨に鑑みれば，被告は，東広島市教

育委員会の申出を尊重することが求められていると解される。  

したがって，被告が，東広島市教育委員会の申出のあるＤ候補地を尊重し

て本件事業に関し財務会計上の行為を行うことは，法２８条２項に照らして

正当であると解される。 

以上を前提にすれば，Ｄ候補地を前提とした本件事業に関し被告が財務会

計上の行為を行うことが，地方自治法２条１４項，地方財政法４条１項に反
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するといえるためには，その前提として，少なくとも，東広島市教育委員会

の申出内容自体が，上記条項に反する必要があると解される。  

次に，教育委員会が学校の建設予定地をどこに決定するかは，教育行政の

観点から諸般の事情を総合考慮した合理的裁量に委ねられていると解され，

地方自治法２条１４項，地方財政法４条１項に反して違法となるのは，その

判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと評価されるときに限

られると解するのが相当である（市長の行う賃貸借契約の締結判断につき地

方自治法２条１４項等に反するとの主張について判断したものとして，最高

裁平成２３年（行ヒ）第４５２号同２５年３月２８日第一小法廷判決・裁判

集民事２４３号２４１頁参照）。 

 証拠（甲５０）によれば，東広島市教育委員会がＤ候補地を選定した理由

は，次のとおりと認められる。 

 ア Ａ，Ｂ及びＣ候補地については，土地の造成形態，建物配置などの検討

を行う中で，想定していた土地の範囲内では，学校運営が可能な敷地面積

が確保できない懸念が生じた。 

 イ 学校区の検討を行う中では，多くの児童が居住している上ｃ及びｄ地区

の一部については，現在のａ小学校より遠方に通学することなど，将来に

わたってｃ地区の児童数の増加が見込まれる中，上記３候補地では学校区

の設定が容易ではないと判断された。 

 ウ Ｄ候補地であれば，ａ小学校区のほぼ中央に位置し，ａ小学校の半数程

度の児童数を取り込め，また，ｂ中学校の学校区と同様の学校区設定とな

ること，さらに，ｃの地区計画区域に近接していることから，人口が増加

する地域への分離新設校となるため，合理性があると判断された。 

 エ Ｄ候補地は，敷地が市道ｃ南６号線で分断される形状となっているが，

高低差がなく平坦な敷地形状のため，造成工事が比較的容易であるほか，

ｃ区浸水対策事業で整備する計画である調整池と合併して施工ができ，災
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害の心配も少ない土地であると考えられた。 

 オ Ｄ候補地は，ＪＲ山陽本線が隣接しており，列車や踏切の音の問題があ

るが，防音壁の設置や建物配置の工夫といった技術的対応によって音を低

減できると判断され，敷地が分断されていることについても，市道ｃ南６

号線の上に敷地をつなぐ連絡通路を設置することで，通学や校内移動が安

全に行えるものと考えられた。 

 カ 訴外会社による本件調査業務の成果を踏まえ，学校区の設定，児童の安

全，早期の開校，宅地開発や土地利用の動向等を総合的に評価し，その結

果としてＤ候補地が最適地とされた。 

 上記選定理由自体からは，東広島市教育委員会は，考慮すべき事情を考慮

したものと考えられ，その判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用する

ものと評価される事情は見当たらない。 

 原告は，Ａ候補地の事業費は３３億円であるにもかかわらず，Ｄ候補地の

事業費は４１億円となるだけではなく，防音壁工事を要するほか，ｂ小学校

の児童の受け入れることができないため，近い将来，ｂ小学校から分離する

小学校を新設する費用もかかるなどの主張をして，裁量権の範囲を逸脱，濫

用するものであると主張する（上記第２の４  

  しかしながら，証拠（甲３０，乙１４，１５）によれば，本件事業の事業

費の見積額は，Ａ候補地の場合は約４０億円であり，Ｄ候補地の事業費（防

音壁工事込み）は約４２億７０００万円と認められるから，原告の主張は前

提が異なる。また，証拠（甲３１）によれば，ｂ小学校については児童数の

増加が見込まれているが，その増加指数はａ小学校より低いから（平成３０

年度において，ａ小学校の児童数は平成２４年度の１．３倍となるのに対し，

ｂ小学校は１．１倍である。），近い将来にｂ小学校から分離する形で小学校

を新設することが確実とはいえない。そして，仮に，Ａ候補地の事業費が約

３３億円であり，かつ，近い将来，ｂ小学校から分離する新設校を建築する
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必要があるとしても，その他の事情である学校区の設定，早期の開校の必要

性といった要素等を考慮するとすれば，Ｄ候補地を選定した東広島市教育委

員会の判断が裁量権の範囲の逸脱，濫用に該当するとは解されない。その他，

原告が主張する，Ａ候補地が相当で，Ｄ候補地が不相当であるとする事情は，

証拠によって認めるに足りない事情か，仮に認められるとしても，東広島市

教育委員会が考慮した事情の一部を取り上げるものに過ぎず，裁量権の範囲

の逸脱，濫用と評価するに足りるものとはいえないので採用できない。 

 以上より，東広島市教育委員会の判断が，地方自治法２条１４項，地方財

政法４条１項に違反するものとは認められず，これを前提とする被告の財務

会計行為が，上記各条項に違反するものとも認められない。 

２  

  東広島市教育委員会がＤ候補地を選定したことが，地方自治法１３８条の

２に規定する「自らの判断と責任において」執行する義務に反していないか

どうかについて検討する。 

   地方自治法１３８条の２が「自らの判断と責任において」と規定した趣旨

は，議会と執行機関，また，各執行機関が相互に独立対等の関係にあること

から，執行機関が全て自らの意思決定に基づいて行うべきことを明らかにし

たものと解される。 

   もっとも，法２４条３号が，教育財産の取得を地方公共団体の長の権限と

しつつも，法２８条２項によって，教育委員会の申出をまって取得すること

としていることからすれば，地方公共団体の長が，教育財産の取得に関し，

教育委員会の独立性を侵さない限度で教育委員会と協議を行うことは，否定

されていないと解される。 

  末尾に掲げた証拠によれば，以下の事実が認められる。 

  ア 東広島市都市部は，平成２５年５月，東広島市教育委員会に対し，Ｄ候

補地を候補地として選定した旨を記載した書面を提出した（甲２２，３５）。 
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  イ 東広島市都市部は，同年６月頃，東広島市教育委員会との協議資料とし

て，本件小学校建設候補地選定のための作業項目に，候補地確定より前の

段階で，市長説明を組み入れた書面を作成して交付した（甲２３，３６）。 

  ウ 東広島市は，本件事業に関し，同年７月頃，訴外会社に対し，本件調査

業務を委託した。その後，発注者側の関係課として，東広島市都市部区画

整理課が，教育総務課と共に，訴外会社との打ち合わせに複数回にわたり

関与した（乙１４）。 

  とおり，東広島市都市部は，候補地の選定に関して，東広島市教

育委員会に対し，情報提供をしたり意見を述べたりしたものであるが，これ

らの事実によっても，被告又は被告の意を受けた東広島市の部署が東広島市

教育委員会の独立性を侵したと認めるに足りるものは見当たらない。 

  原告は，Ｄ候補地に被告の裏の後援会組織の会長の不動産があり，同会長

が被告に働きかけたため，東広島市教育委員会は，被告から不当な介入を受

けて，既に決定していたＡ候補地をＤ候補地に変更させられたなどの主張を

する（上記第２の４  

   しかしながら，証拠（甲２０）によれば，東広島市教育委員会は，平成２

５年２月８日の時点でＡ候補地にほぼ決定していたものの，最終決定はして

いなかったことが認められるから，原告の主張は前提が異なる。また，従前

の候補地の中ではＡ候補地にほぼ決定しており，Ｄ候補地がその後候補に上

がったという経過をたどったとしても，同日時点でＡ候補地を選定する旨の

最終的な決定がされていたわけではないこと，すなわち変更があり得ること

は，東広島市教育委員会が自認していたというのであるから，この経過をと

らえて，被告が東広島市教育委員会の独立性を侵したものであるとは認め難

い。原告が指摘するその他の点（一度公共建築協会に調査委託をしているに

もかかわらず，訴外会社に調査委託をした点，現時点においてＡ候補地が相

当ではない理由として被告が主張している事情については，Ａ候補地が最も
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優位性のある候補地とされた時点において既に織り込み済みであり，Ｄ候補

地への変更に理由がないとする点等）についても，同様であって，被告又は

被告の意を受けた東広島市の部署が東広島市教育委員会の独立性を侵した

ものであるとは認め難い。 

さらに，Ｄ候補地には被告の裏の後援会組織の会長の自宅等の建物があり，

同会長が被告に働きかけたとの主張に関しては，原告指摘の人物がＤ候補地

に不動産を所有していることは争いがないものの，その余の事実についてこ

れを認めるに足りる証拠はない。また，仮にこれらの事実が認められるとし

ても，被告と東広島市教育委員会との関係は別であって，直ちに，被告が東

広島市教育委員会の独立性を侵したと推認できるものではない。 

原告が指摘するその他の点（教育長がＤ候補地を最初に聞いた時，「考えら

れない」と述べたとする点）については，被告は教育長の発言を否認してお

り，これを認めるに足りる証拠はない。仮に，上記発言があったとしても，

教育長の最初の発言のみで，最終的にＤ候補地を選定したことにつき，不当

な介入を被告から受け決定をさせられたと認めるに足りるものではない。 

結局，被告が東広島市教育委員会に対して独立性を侵す指示をしたことや，

東広島市教育委員会において不当な介入を受け決定をさせられたことを認め

るに足りる証拠はない。 

   以上より原告の主張は採用できない。 

  原告は，東広島市教育委員会がＤ候補地を選定したことに注意義務違反や

の理

由を見ても，東広島市教育委員会の注意義務違反や，裁量権の範囲の逸脱，

濫用は認められない。 

  以上より，東広島市教育委員会がＤ候補地を選定したことに違法な点は認

められない。 

３ 結論 
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よって，原告の本件請求は理由がない。 

 

    広島地方裁判所民事第３部 
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